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１２７

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

省略 省略

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～３ 省略 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～３ 省略

４ 真空凍結乾燥機 省略 ４ 真空冷凍乾燥機 省略

５～６９ 省略 ５～６９ 省略

７０ Ｅ型粘度計 １時間 ５５０円

７１ マルチ遠心機 １時間 ５５０円

７２ 食品破砕粉砕機 １時間 ５５０円

窯業

関係

省略 窯業

関係

省略

窯業

用機

器

１～４４ 省略 窯業

用機

器

１～４４ 省略

４５ 陶磁器成形用モデ

リングマシン

１時間 ５５０円

繊維

産業

関係

染織

用機

器

１・２ 省略 繊維

産業

関係

染織

用機

器

１・２ 省略

３ 電子顕微鏡 １時間 ８８０円

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略
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１２８

告 示

��������������

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第１７７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３９ 収束イオンビーム

装置

１時間 ６６０円

３８ 省略 ４０ 省略

３９ 省略 ４１ 省略

４０ 省略 ４２ 省略

４１ 繊維用摩擦圧縮測

定装置

１時間 ４４０円

省略 省略

注 省略

手 数 料 省略

注 省略

手 数 料 省略

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

八幡浜中央薬局 八幡浜市江戸岡一丁目８７
０番地３

株式会社リエゾンファー
マシー

八幡浜市矢野町徳雲坊４１
６

代表取締役
五郎丸 麻 里

精神通院医療（薬
局）

令和６年
２月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション
担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

有限会社リハビリステー
ションみかん

松山市東長戸三丁目４番
２７号

代表取締役
宮 脇 敬

訪問看護ステーションみ
かん

松山市�万ノ台１２０６番地
２ 精神通院医療 令和６年

３月１日
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�愛媛県告示第１７９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

愛媛県八幡浜市高野地、松柏地域に係る県営土地改良事業計画を変

更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定

により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・高野地地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

令和６年３月１８日から４月１５日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

愛媛県伊方町仁田之浜、中之浜、大浜、河内、八幡浜市保内町川之

石地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項に

おいて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改

良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・灘地区）変更

計画書の写し

２ 縦覧期間

令和６年３月１８日から４月１５日まで

３ 縦覧場所

伊方町役場本庁及び八幡浜市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１８２号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１８３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画下水道の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社ＭＥＤＩ－ＦＵ
ＬＬ

大阪府阪南市下出３７番地
の５ リクラス尾崎ビル
２階

代表取締役
亀 井 貴 史

訪問看護ステーションり
ん

松山市緑町二丁目３番地
６ 精神通院医療 令和６年

３月１日

有限会社アシストジャパ
ン

松山市南高井町１８１７番地
１

代表取締役
高 橋 誠

アシストジャパン訪問看
護ステーション

松山市南高井町１８１７番地
１ 精神通院医療 令和６年

３月１日

名 称
担当する医療の種類 変 更

年月日
変 更 前 変 更 後

カナ訪問看護リハビ
リステーション

カナ訪問看護サービ
ス 精神通院医療 令和６年

３月１日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和１２
年４月
９日

愛媛県
第１２５１
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

園芸用
粒状苦
土石灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜港線
新居浜市本郷一丁目９２９番１から

同市本郷一丁目８９２番１３まで
令和６年３月１５日
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�愛媛県告示第１８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

北条市畑地帯総合土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和６年３月１５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�愛媛県告示第１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町龍岡上字ヒエ田井手下甲２５１番８から

同市玉川町龍岡上字中通り丁３５７番３地先まで
令和６年３月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城７５９番３から

同町岩城８３１番まで
令和６年３月１５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 浦 � 松山市萩原甲４５４番地

〃 渡 部 温 史 松山市浅海本谷甲５０５番地

〃 � 橋 義 郎 松山市浅海原甲７３２番地

〃 池 田 重 豊 松山市浅海原甲３１２番地３

〃 長 野 佳 彦 松山市大浦７２３番地

〃 篠 原 明 俊 松山市猿川甲９４５番地

〃 山 崎 幹 敏 松山市猪木甲３３０番地

〃 山 本 隆 松山市中西内４３９番地２

〃 丸 山 泰 司 松山市中西内４０４番地１

〃 石 橋 仁 志 松山市河野高山甲１０８番地

〃 山 本 � 男 松山市夏目甲４３４番地

〃 重 松 正 憲 松山市本谷甲４０５番地

監 事 前 田 俊 彦 松山市浅海原甲１番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 原 田 裕 三 松山市浅海原甲６２０番地

〃 長 野 佳 彦 松山市大浦７２３番地

〃 田 中 伸 誠 松山市萩原甲７８番地３

〃 高 橋 武 松山市浅海本谷甲７６番地１

〃 渡 部 昌 彦 松山市浅海原甲１１１４番地１

〃 田 中 佳 徳 松山市猿川甲２６３番地

〃 山 本 佳 夫 松山市才之原甲２２３番地

〃 渡 部 勝 三 松山市八反地甲１２６番地

〃 山 本 隆 松山市中西内４３９番地２

〃 石 橋 仁 志 松山市河野高山甲１０８番地

〃 中 屋 英 俊 松山市夏目甲５３５番地

〃 重 松 正 憲 松山市本谷甲４０５番地

監 事 高 木 正 友 松山市浅海本谷甲３９６番地

〃 中 屋 芳 明 松山市佐古甲１８１番地

〃 山 崎 � 生 松山市滝本甲１１２番地１

〃 � 本 博 見 松山市河野高山甲４５６番地

〃 山 崎 � 生 松山市滝本甲１１２番地１



愛 媛 県 報令和６年３月１５日 第４９２号

１３１

��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年３月１５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字日ノ地山丁６６番１から

同町上灘字坂本甲１１６０番２まで

旧 ４．４～６６．８ ０．１５２

新 １７．２～７６．７ ０．１５２

〃 〃
伊予市双海町上灘字坂本甲１１６０番２から

同町上灘字畑田甲１２００番まで

旧 ４．１～２４．８ ０．５５０

新 ４．１～２４．８
９．７～１６．９

０．５５０
０．２６２

〃 〃
伊予市双海町上灘字畑田甲１２００番から

同町上灘字１１９７番４まで

旧 ７．０～１０．４ ０．０６４

新 １２．５～１８．４ ０．０６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字中筋甲１７９４番から

同町上灘字道ノ西甲１５７５番３まで
令和６年３月１５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第３４号

令和６年３月４日

伊予市下吾川字南西原１６４１番１、１６４１番２４、１６４２番３、１６４２番４、１６４３番
２、１６４４番１、１６４４番３、１６４６番２、１６４６番３、１６４７番、１６４８番２、１６４９
番１、１６４９番２５、１７４３番２、１７４３番４、１７４５番、１７４７番、１７４９番１、１７５５
番７、１６４１番１外９筆（１６４１番２４、１６４２番３、１６４２番４、１６４３番２、１６４４
番１、１６４７番、１６４８番２、１６４９番１、１６４９番２５）地先 西側里道

伊予市下吾川１４６３番地５

有限会社アットホーム

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳谷美川線

上浮穴郡�万高原町西谷２３６５番１地先から

同町西谷２０２８番３地先まで
旧 ３．５～６．４ ０．２０４

上浮穴郡�万高原町西谷２３６５番１から

同町西谷２０２８番３まで
新 １８．２～３９．１ ０．１８１
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�愛媛県告示第１９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

一本松土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和６年３月１５日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

就 任

退 任

�愛媛県告示第１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡�万高原町西谷２０４５番から

同町西谷２０２８番３まで
令和６年３月１５日

〃 四国カルスト公園縦断線
上浮穴郡�万高原町西谷字横野８１０９番１地先から

同町西谷字横野８１０９番１地先まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 倉 長 蔵 南宇和郡愛南町正木１８３３番地

〃 石 河 浩 南宇和郡愛南町増田２９４３番地

〃 徳 岡 谷 満 南宇和郡愛南町増田３６３５番地

〃 � 田 恵 美 南宇和郡愛南町増田４９２５番地

〃 溝 垣 克 敏 南宇和郡愛南町小山７８９番地１

〃 島 津 惠 二 南宇和郡愛南町中川１８４４番地

〃 西 口 孝 南宇和郡愛南町中川７２０番地

〃 � 田 守 � 南宇和郡愛南町広見２８６７番地

〃 大 西 常 文 南宇和郡愛南町広見７５４番地

〃 岡 原 俊 機 南宇和郡愛南町広見２８３番地

〃 榎 本 和 � 南宇和郡愛南町上大道８７６番地

〃 和 泉 壽 男 南宇和郡愛南町満倉２６８２番地

監 事 小 川 芳 子 南宇和郡愛南町正木５４２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 倉 長 蔵 南宇和郡愛南町正木１８３３番地

〃 石 河 浩 南宇和郡愛南町増田２９４３番地

〃 徳 岡 谷 満 南宇和郡愛南町増田３６３５番地

〃 本 田 伸 宏 南宇和郡愛南町増田３１３０番地

〃 溝 垣 克 敏 南宇和郡愛南町小山７８９番地１

〃 島 津 惠 二 南宇和郡愛南町中川１８４４番地

〃 田 中 一 光 南宇和郡愛南町中川７２２番地

〃 大 西 常 文 南宇和郡愛南町広見７５４番地

〃 � 田 守 � 南宇和郡愛南町広見２８６７番地

〃 岡 原 俊 機 南宇和郡愛南町広見２８３番地

〃 松 本 勝 利 南宇和郡愛南町上大道１０９４番地

〃 和 泉 壽 男 南宇和郡愛南町満倉２６８２番地

監 事 蕨 岡 章 南宇和郡愛南町正木２３３１番地

〃 長 尾 英 生 南宇和郡愛南町増田４０１０番地

〃 土 居 尚 行 南宇和郡愛南町広見２２３４番地

〃 長 尾 英 生 南宇和郡愛南町増田４０１０番地

〃 土 居 尚 行 南宇和郡愛南町広見２２３４番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町上大道９８０番２から

同町上大道１０４８番２まで
令和６年３月１５日
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

グループウェアシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

グループウェアシステム 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部（愛媛県松山市南堀端町２番地２）

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年５月１３日（月）午後２時００分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年５月１３日（月）午後２時００分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Groupware

System，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１３，May，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町三嶋１４９０番から

同町三嶋１４５７番まで
令和６年３月１５日
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

マイナカード追記装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

マイナカード追記装置 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

仕様書のとおり。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年５月１４日（火）午後３時００分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年５月１４日（火）午後３時００分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Additive

Device Of Individual Number Card，１ set

� Time limit of tender：３：００ p．m．，１４，May，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

基幹業務サーバシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

基幹業務サーバシステム 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部（愛媛県松山市南堀端町２番地２）

愛媛県東温市内の県警が別途指示する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額



愛 媛 県 報令和６年３月１５日 第４９２号

１３５

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年５月１３日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年５月１３日（月）午後１時３０分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Backbone

Server System，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，１３，May，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

交番等ネットワーク用通信機器等の賃貸借及び通信回線サー

ビスの調達

� 調達役務及び数量

交番等ネットワーク用通信機器等の賃貸借及び通信回線サー

ビス 一式

� 調達役務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 契約期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

仕様書のとおり。

� 入札方法

入札金額は、物品の借入代金及び調達役務に係る費用（一時

費用の額を含む）の総額を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定

する電気通信事業者であること。

� 契約期間の開始までに確実に物品及び回線サービスを導入で
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きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 障害への対応、点検、保守その他アフターサービスを長期に

亘り円滑に実施できる体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年５月１３日（月）午後４時００分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年５月１３日（月）午後４時００分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品等を納入できると知事が判断した入札

者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

Communication Equipment Etc of Police Box Etc Network

System and Communication Line Service，１ set

� Time limit of tender：４：００ p．m．，１３，May，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

自動車保管場所証明電子化システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

自動車保管場所証明電子化システム 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部及び県下各警察署

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年４月３０日（火）午後３時００分

� 入札説明書の交付方法
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ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２４日（水）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年４月３０日（火）午後３時００分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Car

Keeping Place Proof Computerization System，１ set

� Time limit of tender：３：００ p．m．，３０，April，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

初動捜査支援システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

初動捜査支援システム 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和７年３月１日から令和１４年２月２９日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部及び別途指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年５月１４日（火）午後３時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年５月１４日（火）午後３時３０分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。
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� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Initial

Investigation Support System，１ set

� Time limit of tender：３：３０ p．m．，１４，May，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

情報通信ネットワークシステムの賃貸借及び通信回線サービ

スの調達

� 調達役務及び数量

情報通信ネットワークシステムの賃貸借及び通信回線サービ

ス 一式

� 調達役務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 契約期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

仕様書のとおり。

� 入札方法

入札金額は、物品の借入代金及び調達役務に係る費用（一時

費用の額を含む）の総額を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定

する電気通信事業者であること。

� 契約期間の開始までに確実に物品及び回線サービスを導入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 障害への対応、点検、保守その他アフターサービスを長期に

亘り円滑に実施できる体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年５月１３日（月）午後３時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年５月１３日（月）午後３時３０分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品等を納入できると知事が判断した入札

者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行ったものを落札者とする。
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� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Information

Network System and Communication Line Service，１ set

� Time limit of tender：３：３０ p．m．，１３，May，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

成果重視プラットフォーム用端末機の借入れ

� 借入物品名及び数量

成果重視プラットフォーム用端末機 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和６年７月１日から令和１１年６月３０日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年４月３０日（火）午後３時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２４日（水）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年４月３０日（火）午後３時３０分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Office

Cumputers For Results―Oriented Platform，１ set

� Time limit of tender：３：３０ p．m．，３０，April，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。
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令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

電子文書管理システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

電子文書管理システム 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの間

� 納入場所

愛媛県警察本部情報管理課

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加の資格停止の期間中

にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線（２２３３）

� 入札書の受領期限

令和６年４月３０日（火）午後２時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付時期

公告の日から令和６年４月２４日（水）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和６年４月３０日（火）午後２時３０分

愛媛県警察本部 ２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明をもとめられた場

合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

当該入札は、令和６年度予算を審議する愛媛県議会において、

当該予算が成立することを条件として実施する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Electronic

Document Management System，１ set

� Time limit of tender：２：３０ p．m．，３０，April，２０２４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和６年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ヘリコプター１２か月定期点検整備

� 業務名及び数量

ヘリコプター１２か月定期点検整備 １式

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

（アグスタ式Ａ１０９Ｅ型（ＪＡ０３ＥＰ））

� 実施期間

契約締結日から令和６年９月３０日まで

� 業務の履行場所

請負者の保有する事業場認定書の交付を受けた事業場

� 入札方法

入札金額は、ヘリコプター１２か月定期点検整備に係る一切の

経費を含めた額を記載すること。
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人事委員会規則

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者

で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 業務期間の開始までに確実に点検できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 現に法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険

料を滞納していない者であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

� 指定期日までに事前提出書類を提出した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

場所及び問合せ先

愛媛県警察本部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付期限

令和６年４月２４日（水）１７時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和６年４月２６日（金）１３時３０分

愛媛県警察本部地下１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、事前提出書類を知事に提出

し、入札参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受付時期

令和６年３月１５日（金）から令和６年４月２４日（水）まで

の執務時間中

※ 必着であれば郵送でも可能

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Aircraft inspection

・１２month inspection

・５０，１００，１５０，２００，４００，８００，１２００ hours inspection

・Japan civil aviation bureau（JCAB）circular No．３―０１０，

etc

・There are other inspections besides these

Hours change parts

Technical bulletin

Bench check

Airworthiness inspection examinees

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２６ April，２０２４

� For further information，please contact： Finance Division，

Police Administration Department，the Ehime Prefectural

Police Headquarters，２―２ Minamihoribatacho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL：０８９―９３４―０１１０（ex．２２６３）

FAX：０８９―９４３―２８９２

e―mail： kaikei@police.pref.ehime.jp

�愛媛県人事委員会規則６―２１９
職員の定年前再任用に関する規則及び職員の暫定再任用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月１５日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の定年前再任用に関する規則及び職員の暫定再任用に関する規則の一部を改正する規則

（職員の定年前再任用に関する規則の一部改正）

第１条 職員の定年前再任用に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―２１５）の一部を次のように改正する。
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公安委員会規則

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の暫定再任用に関する規則の一部改正）

第２条 職員の暫定再任用に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―２１６）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月１５日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（報告）

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、前年の４月２日からそ

の年の４月１日までの間における定年前再任用の状況を人事委員

会に報告しなければならない。

（報告）

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、前年度

における定年前再任用の状況を人事委員

会に報告しなければならない。

改 正 後 改 正 前

（報告）

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、次に掲げる事項を人事

委員会に報告しなければならない。

� 前年の４月２日からその年の４月１日までの間における暫定

再任用の状況

� 前年の４月２日からその年の４月１日までの間における暫定

再任用をされた職員の任期の更新の状況

（報告）

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、次に掲げる事項を人事

委員会に報告しなければならない。

� 前年度 における暫定

再任用の状況

� 前年度 における暫定

再任用をされた職員の任期の更新の状況

改 正 後 改 正 前

（サイバー犯罪対策課）

第３６条の２ サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさど

る。

� サイバー犯罪対策に係る企画、調整及び指導教養に関するこ

と。

� サイバーセキュリティに係る総合的対策に関すること。

� サイバー犯罪の防止対策一般に関すること。

� サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。

� サイバー犯罪の取締りのための支援及び情報技術の解析に関

すること。

（組織犯罪対策課）

第４１条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 特殊詐欺対策に関すること。

� 省略

� 省略

（サイバー犯罪対策課）

第３６条の２ サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさど

る。

� サイバーセキュリティに係る総合的対策に関すること。

� インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯

の取締りに関すること。

� 前号に掲げるもののほか、生活安全部の所掌に属する法令違

反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに

関すること。

� 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生

活の安全と平穏に関すること。

� 情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。

（組織犯罪対策課）

第４１条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 省略

� 省略
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（警備部の分課）

第５２条 警備部に、次の４課及び１隊を置く。

公安課

警備課

警衛対策課

外事課

機動隊

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 警衛に関すること（警衛対策課の所掌に属するものを除

く。）。

�～� 省略

（警衛対策課）

第５４条の２ 警衛対策課においては、次の事務をつかさどる。

� 第７６回全国植樹祭（以下「植樹祭」という。）の開催に伴う

警衛に関すること。

� 植樹祭の開催に伴う連絡調整に関すること。

（特殊詐欺対策室）

第７２条の３ 組織犯罪対策課に、特殊詐欺対策室を附置する。

２ 特殊詐欺対策室は、第４１条第１号、第２号及び第４号の事務の

うち、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺

並びにこれに関連して行われる犯罪の抑止及び捜査に関する事務

をつかさどる。

３ 特殊詐欺対策室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をも

って充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、特殊詐欺対策室の事務を掌理し、部

下職員を指揮監督する。

（暴力団対策室）

第７３条 省略

２ 暴力団対策室は、第４１条第１号及び第４号（暴力団犯罪に関す

るものに限る。）の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（薬物・銃器対策室）

第７４条 省略

２ 薬物・銃器対策室は、第４１条第３号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（組織犯罪捜査室）

第７５条 省略

２ 組織犯罪捜査室は、第４１条第１号から第７号までの事務をつか

さどる。

３・４ 省略

別表（第７９条関係）

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（警備部の分課）

第５２条 警備部に、次の３課及び１隊を置く。

公安課

警備課

外事課

機動隊

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 警 衛 に 関 す る こ と

。

�～� 省略

（特殊詐欺捜査室）

第７２条の３ 組織犯罪対策課に、特殊詐欺捜査室を附置する。

２ 特殊詐欺捜査室は、第４１条第１号及び第３号 の事務の

うち、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺

並びにこれに関連して行われる犯罪の捜査 に関する事務

をつかさどる。

３ 特殊詐欺捜査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をも

って充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、特殊詐欺捜査室の事務を掌理し、部

下職員を指揮監督する。

（暴力団対策室）

第７３条 省略

２ 暴力団対策室は、第４１条第１号及び第３号（暴力団犯罪に関す

るものに限る。）の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（薬物・銃器対策室）

第７４条 省略

２ 薬物・銃器対策室は、第４１条第２号の事務をつかさどる。

３・４ 省略

（組織犯罪捜査室）

第７５条 省略

２ 組織犯罪捜査室は、第４１条第１号から第６号までの事務をつか

さどる。

３・４ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名 警察署名 課名

愛媛県松山東警察署 警務課

会計課

留置管理課

生活安全課

愛媛県松山東警察署 警務課

会計課

留置管理課

生活安全課
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年３月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１１４，９７３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，３００

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３９，３７２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

地域指導課

地域第一課

地域第二課

地域第三課

刑事第一課

刑事第二課

刑事第三課

繁華街対策課

交通第一課

交通第二課

警備課

地域指導課

地域第一課

地域第二課

地域第三課

刑事第一課

刑事第二課

刑事第三課

交通第一課

交通第二課

警備課

省略 省略

西 予 市 ３０，０１９ １０，００７

東 温 市 ２７，８８７ ９，２９６

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，７１２ １４，２３８

南 宇 和 郡 １７，０９８ ５，７００

松山市・上浮穴郡 ４２８，４５０ １３８，０７５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３２，１８５ ４４，０６２

宇和島市・北宇和郡 ７１，１６５ ２３，７２２

八幡浜市・西宇和郡 ３４，０４２ １１，３４８

新 居 浜 市 ９６，０７４ ３２，０２５

西 条 市 ８７，７９５ ２９，２６５

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４７，３４１ １５，７８１

伊 予 市 ３０，１３９ １０，０４７

四 国 中 央 市 ７０，０６６ ２３，３５６

令和６年３月１５日 発行


